1980規則4-72.doc
別記様式第65号
	年度
	村民税
県民税
	特別徴収税額の変更通知書

	特別徴収義務者
	住所地
	

	
	氏名又は名称
	

	
地方税法第41条及び第321条の6第1項の規定によって、　　　　年度村民税及び県民税の特別徴収税額を別紙の通り変更したから通知します。
なお、この通知書に記載された事項について、不服がある場合は、この通知書を受けとった日の翌日から起算して60日以内に村長に対して異議申立をすることができます。
別添の納税者への通知書を各納税者に交付して下さい。


　　　　年　　月　　日




産山村長　氏名　



（別紙）
	年度
	村民税
県民税
	納税義務者特別徴収税額の変更届

	整理
番号
	納税義務者
	既に通知済の特別徴収税額
	変更後の特別徴収税額
	変更後の月割額

	
	氏名
	住所
	
	
	月分
	月分
以降

	
	
	
	円
	円
	円
	円

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	年度
	村民税
県民税
	特別徴収税額の変更通知書

	整理
番号
	既に通知済の特別徴収税額
	変更された特別徴収税額
	月までに納付した又は納付すべき額　　 (ﾛ)
	差引　月以降納付すべき額
(ｲ)-(ﾛ)(ﾊ)
	(ﾊ)の月割額

	
	
	税目
	均等割
	所得割
	計(ｲ)
	
	
	月分
	月分
以降

	
	
	村民税
	円
	円
	円
	円
	円
	円
	円

	
	
	県民税
	
	
	
	
	
	
	

	税額変更の事由
	

	貴殿の特別徴収税額を上記の通り変更したので通知します。
なお、この通知書に記載された事項について不服がある場合は、この通知書を受けとった日の翌日から起算して30日以内に村長に対して異議申立をすることができます。
　　　　年　　月　　日

（納税者）　　　　　　　　様

産山村長　氏名　





